
中
華
民
国
刑
法
改
正
過
程
に
お
け
る
保
安
処
分
論
議久

保

茉

莉

子

は

じ

め

に

一
九
二
八
年
三
月
一
〇
日
、
南
京
国
民
政
府
に
よ
っ
て
中
華
民
国
刑
法

(

以
下
、
二
八
年
刑
法
と
よ
ぶ)

が
公
布
さ
れ
、
同
年
九
月
一

日
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
清
末
以
来
続
け
ら
れ
て
き
た
近
代
的
刑
法
典
の
編
纂
事
業
は
、
一
つ
の
到
達
点
を
迎
え
る
に
至
っ
た

(

１)

。

し
か
し
、
二
八
年
刑
法
は
、
ま
も
な
く
修
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
七
年
後
の
一
九
三
五
年
一
月
一
日
、
全
面
改
正
さ
れ
た
新
た
な
中

華
民
国
刑
法

(

以
下
、
三
五
年
刑
法
と
よ
ぶ)

が
公
布
さ
れ
、
同
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た

(

２)

。

二
八
年
刑
法
は
、
南
京
国
民
政
府
の
成
立
か
ら
一
年
も
経
た
な
い
う
ち
に
公
布
さ
れ
て
い
る
た
め
、
新
た
な
政
府
の
下
で
倉
卒
に
制

定
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る

(

３)

。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
北
京
政
府
の
下
で
起
草
さ
れ
た
第
二
次
刑
法
修
正
案
を
基
に
し
て
、
南
京
国
民
政
府

関
係
者
が
審
査
と
修
正
を
重
ね
て
完
成
さ
せ
た
刑
法
典
で
あ
っ
た

(
４)

。
と
す
れ
ば
、
二
八
年
刑
法
が
一
〇
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
改
正
さ

れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
改
正
の
背
景
及
び
目
的
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

二
八
年
刑
法
改
正
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
民
国
時
期
に
お
い
て
い
か
な
る
犯
罪
へ
の
対
処
が
求
め
ら
れ
、
い
か
な
る
刑
罰
が

必
要
と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
刑
法
を
め
ぐ
る
中
国
と
国
際
社
会
と
の
関
係
や
、
政
府
の
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掲
げ
て
い
た
理
想
と
社
会
の
現
実
と
の
乖
離
を
考
え
る
上
で
も
、
非
常
に
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
二
八
年
刑
法
か

ら
三
五
年
刑
法
に
至
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
研
究
は
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
南
京
国

民
政
府
時
期
に
お
け
る
刑
法
改
正
過
程
に
注
目
し
、
二
八
年
刑
法
が
改
正
さ
れ
三
五
年
刑
法
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
分
析
す

る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

但
し
、
二
八
年
刑
法
改
正
に
つ
い
て
は
様
々
な
論
点
か
ら
分
析
す
る
必
要
が
あ
り
、
網
羅
的
に
取
り
扱
う
こ
と
は
難
し
い
。
こ
こ
で

は
、
比
較
的
大
き
な
改
正
点
の
一
つ
で
あ
る
保
安
処
分
章
の
新
設
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
三
五
年
刑
法
制
定
に
至
る
経
緯
の
一
側
面
を

考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

南
京
国
民
政
府
時
期
の
刑
法
に
関
す
る
先
行
研
究
は
十
分
に
蓄
積
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
近
年
は
中
国
や
台
湾
を
中

心
に
増
え
始
め
て
い
る

(

５)

。

同
時
代
研
究
と
し
て
は
、
謝
振
民
に
よ
り
、
各
時
期
の
刑
法
及
び
修
正
案
の
特
徴
、
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
議
論
の
概
観
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
が
、
史
料
内
容
の
列
挙
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
典
拠
も
不
明
確
で
あ
る

(

６)

。
小
野
清
一
郎
は
、
中
華
民
国
法
制
研
究
会
の
事
業
の

一
環
と
し
て
、
二
八
年
刑
法
に
つ
い
て
、
諸
外
国
の
刑
法
と
の
比
較
も
含
め
、
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
が
、
三
五
年
刑
法
に
つ
い
て
は
、

全
条
文
を
掲
載
し
、
保
安
処
分
章
の
新
設
等
の
特
徴
を
簡
単
に
紹
介
す
る
段
階
で
終
わ
っ
て
い
る

(

７)

。

法
制
史
研
究
と
し
て
は
、
楊
幼
炯
が
、
南
京
国
民
政
府
に
よ
る
立
法
事
業
に
つ
い
て
、
外
国
の
模
倣
で
は
な
く
新
た
な
中
国
法
の
創

造
を
重
視
し
、
刑
法
制
定
の
際
に
は
、
法
律
に
よ
る
社
会
秩
序
の
保
障
と
、
世
界
の
潮
流
へ
の
順
応
を
意
識
し
た
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
三
五
年
刑
法
の
特
徴
と
し
て
、
保
安
処
分
章
を
設
け
た
こ
と
を
挙
げ
、
一
九
五
〇
年
代
当
時
の
刑
事
思
潮
に
適
合
し
て
い
る
と
評
価
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す
る
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
議
論
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い

(

８)

。

周
密
や
蔡
枢
衡
は
、
民
国
期
の
刑
法
を

｢

国
民
党
に
よ
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
独
裁
統
治
を
擁
護
し
、
人
民
の
思
想
や
言
行
を
抑
圧
す
る
も

の

(

９)｣

と
し
、
三
五
年
刑
法
の
保
安
処
分
規
定
を

｢

フ
ァ
シ
ズ
ム
刑
法
の
特
色

(�)｣

と
す
る
な
ど
、
厳
し
く
批
判
す
る
。
こ
れ
ら
一
九
八
〇

年
代
の
中
国
に
お
け
る
研
究
で
は
、
民
国
期
法
制
が
極
端
に
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
、
見
直
す
べ
き
点
が
多
い
が
、
民
国
期
に
お
け
る
政

治
と
刑
法
と
の
関
係
の
重
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

中
国
で
民
国
期
法
制
が
再
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
中
、
何
勤
華
と
李
秀
清
は
、
民
国
期
に
お
い
て
、
様
々
な
国
の
刑
法
及
び
刑
法

草
案
の
条
文
が
中
国
の
刑
法
に
移
植
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
特
に
三
五
年
刑
法
は
、
当
時
の
国
際
的
潮
流
の
影
響
を
強
く
受
け
た
刑
法

と
み
る
。
そ
れ
を
示
す
も
の
の
一
つ
と
し
て
保
安
処
分
章
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
が
、
保
安
処
分
章
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
や
、

中
国
の
法
学
者
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
し
く
考
察
す
る
余
地
が
あ
る

(�)
。

な
お
、
特
に
保
安
処
分
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
、
佐
藤
司
が
、
民
国
期
及
び
一
九
四
九
年
以
降
一
九
八
〇
年
代
ま
で
の
台
湾
に
お

け
る
保
安
処
分
制
度
を
分
析
し
て
い
る

(�)
。
但
し
、
現
状
分
析
に
力
点
を
置
く
た
め
、
民
国
期
の
保
安
処
分
制
度
の
制
定
過
程
に
つ
い
て

は
、
あ
ま
り
詳
細
に
述
べ
て
い
な
い
上
、｢

保
安
処
分
の
発
展
史｣

と
し
、
中
華
民
国
が
日
本
よ
り
も

｢

開
明
的｣

で
あ
る
と
す
る
な

ど
、
中
国
に
お
け
る
保
安
処
分
の
採
用
を
単
純
に
評
価
し
て
い
る
と
い
え
る

(�)
。

以
上
の
先
行
研
究
で
は
、
南
京
国
民
政
府
時
期
の
刑
法
が
国
際
的
潮
流
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
と
い
う
認
識
の
下
、
特
に
三
五

年
刑
法
に
お
け
る
保
安
処
分
章
の
新
設
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

保
安
処
分
は
、
一
九
世
紀
末
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
犯
罪
の
増
加
を
抑
え
る
た
め
、
刑
罰
以
外
の
社
会
防
衛
の
方
法
が
必

中
華
民
国
刑
法
改
正
過
程
に
お
け
る
保
安
処
分
論
議
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要
で
あ
る
と
い
う
見
地
か
ら
考
案
さ
れ
た
処
置
で
あ
り
、
犯
罪
者
の
性
格
の
危
険
性
に
注
目
し
、
犯
罪
者
の
社
会
的
危
険
性
が
完
全
に

な
く
な
る
ま
で
拘
束
し
、
自
由
を
剥
奪
す
る
以
外
に
、
教
育
や
医
療
そ
の
他
の
方
法
を
施
す
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る

(�)

。
よ
っ
て
、
保
安

処
分
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
応
報
と
し
て
刑
罰
を
科
す
の
で
は
な
く
、
犯
罪
者
を
改
善
し
社
会
復
帰
さ
せ
る
た
め
に
必
要
で
あ

る
と
し
て
、
肯
定
的
に
捉
え
る
見
方
も
存
在
す
る
が
、
罪
刑
法
定
主
義
や
人
権
保
障
と
の
矛
盾
か
ら
強
く
反
対
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
、

現
代
で
も
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る

(�)
。

た
だ
、
犯
罪
者
の
改
善
と
い
う
概
念
自
体
は
、
伝
統
中
国
に
も
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
民
国
期
に
お
け
る
監
獄
の
近
代
化
に
注

目
し
た
デ
ィ
ケ
タ
ー
は
、
犯
罪
者
の
改
善
と
い
う
概
念
が
、
国
際
的
潮
流
で
あ
っ
た
と
同
時
に
伝
統
的
な
教
え
で
も
あ
っ
た
こ
と
で
、

政
治
的
エ
リ
ー
ト
に
と
っ
て
都
合
が
よ
く
、
国
の
再
生
を
図
る
知
識
人
は
、
従
順
な
国
民
を
創
造
す
る
と
い
う
点
で
犯
罪
者
の
改
善
を

重
視
し
、
民
衆
の
意
識
に
も
合
致
す
る
と
考
え
て
い
た
と
指
摘
す
る

(�)
。

こ
の
よ
う
に
、
民
国
期
に
お
け
る
保
安
処
分
規
定
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
は
、
伝
統
中
国
に
お
け
る
刑
罰
観
念
が
、
近
代
化
の
中

で
ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
変
化
し
た
の
か
、
ま
た
、
現
代
中
国
や
台
湾
に
お
け
る
犯
罪
者
の
処
遇
を
め
ぐ
る
問
題
の
背
景
に
、
ど
の

よ
う
な
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
い
え
る
。

三
五
年
刑
法
に
お
い
て
保
安
処
分
章
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の
国
際
的
潮
流
を
意
識
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
こ
こ
で
の

｢

当
時
の
国
際
的
潮
流｣

と
は
、
二
〇
世
紀
前
半
、
刑
法
を
め
ぐ
る
国
際
会
議
や
各
国
の
立
法
事
業
に
お
い
て
保
安
処

分
が
注
目
さ
れ
、
各
国
の
新
た
な
刑
法
典
に
保
安
処
分
規
定
が
設
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
当

時
、
中
国
の
実
情
に
適
合
す
る
刑
法
が
模
索
さ
れ
て
い
た
の
な
ら
ば
、
或
い
は
、
国
民
党
に
よ
る
独
裁
体
制
を
支
え
る
た
め
の
刑
法
が
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制
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
単
に
外
国
法
の
移
植
と
い
う
側
面
だ
け
を
み
る
の
で
は
な
く
、
中
国
国
内
で
展
開
し
た
議
論

に
も
目
を
向
け
、
中
国
で
保
安
処
分
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
事
情
を
よ
り
深
く
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
、
二
八
年

刑
法
の
公
布
・
施
行
後
、
三
五
年
刑
法
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
の
中
で
、
中
国
に
お
い
て
保
安
処
分
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、

採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、
そ
の
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
し
て
、
南
京
国
民
政
府
時
期
に
お
い
て
、
保
安
処
分
の

採
用
が
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
支
持
・
批
判
さ
れ
た
の
か
、
保
安
処
分
の
採
用
は
中
国
の
実
情
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

以
上
で
は
、
ま
ず
、
二
八
年
刑
法
の
公
布
以
降
、
三
五
年
刑
法
が
公
布
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
次
に
、
同
時
代

に
お
け
る
法
学
雑
誌
上
で
展
開
さ
れ
た
法
学
者
の
議
論
に
注
目
す
る
。
さ
ら
に
、
三
五
年
刑
法
を
め
ぐ
る
立
法
院
会
議
で
の
審
議
に
つ

い
て
も
分
析
し
、
保
安
処
分
を
め
ぐ
る
様
々
な
意
見
を
総
合
的
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一

三
五
年
刑
法
の
制
定
と
保
安
処
分
章

(

１)

二
八
年
刑
法
の
修
正
作
業

二
八
年
刑
法
の
公
布
・
施
行
後
、
法
学
者
等
が
刑
法
を
め
ぐ
る
議
論
を
展
開
す
る
中
、
一
九
三
一
年
か
ら
立
法
院
に
よ
っ
て
刑
法
修

正
作
業
が
開
始
さ
れ
、
様
々
な
意
見
や
調
査
結
果
を
基
に
、
刑
法
委
員
会
が
修
正
案
を
起
草
し
た
。
そ
し
て
一
九
三
四
年
一
〇
月
以
降
、

立
法
院
会
議
に
お
い
て
刑
法
修
正
案
の
審
議
が
行
わ
れ
た
後
、
一
九
三
五
年
一
月
一
日
、
中
華
民
国
刑
法
が
公
布
さ
れ
る
。
こ
う
し
た

流
れ
を
念
頭
に
置
い
て
、
こ
こ
で
は
、『

立
法
院
会
議
録

(�)』
と

『

中
央
日
報』
を
主
な
史
料
と
し
、
二
八
年
刑
法
の
修
正
作
業
か
ら
三

中
華
民
国
刑
法
改
正
過
程
に
お
け
る
保
安
処
分
論
議

久
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五
年
刑
法
の
制
定
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
九
三
一
年
一
二
月
、
立
法
院
に
よ
っ
て
二
八
年
刑
法
の
修
正
作
業
が
開
始
さ
れ
、
諸
外
国
に
お
け
る
最
新
の
刑
法
典
が
研
究
さ
れ

る
一
方
、
二
八
年
刑
法
に
対
す
る
修
正
意
見
が
、
司
法
院
、
司
法
行
政
部
、
最
高
法
院
、
各
省
の
各
級
法
院
及
び

｢

律
師
公
会｣

[

弁

護
士
団
体]

か
ら
集
め
ら
れ
た
。
一
九
三
二
年
一
月
の
上
海
事
変
以
降
、
こ
の
修
正
作
業
は
一
時
的
に
中
断
さ
れ
、
当
初
の
予
定
よ
り

も
進
行
が
遅
れ
た
も
の
の
、
一
九
三
二
年
九
月
か
ら
、
劉
克
俊
、�希
朝
俊
、
羅
鼎
、
史
尚
寛
、
蔡�宣
に
よ
っ
て
、
集
ま
っ
た
修
正
意
見

を
基
に
し
た
修
正
作
業
が
行
わ
れ
、
一
二
月
末
に
刑
法
総
則
編
の
修
正
が
完
了
し
た

(�)

。

一
九
三
三
年
一
月
、
劉
克
俊
、�希
朝
俊
、
羅
鼎
、
盛
振
為
、
趙�
、
史
尚
寛
、
林
彬
、
蔡�宣
、
瞿
曽
沢
の
九
名
が
刑
法
委
員
と
し
て

任
命
さ
れ
た
。
さ
ら
に
三
月
に
徐
元
誥
が
加
え
ら
れ
、
計
一
〇
名
の
刑
法
委
員
に
よ
り
修
正
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
多
く
の
委
員
は
海

外
の
大
学
で
法
律
を
学
ん
だ
経
験
を
持
ち
、
日
本
留
学
者
は
半
数
を
占
め
て
い
た
。
四
月
に
は
刑
法
総
則
編
の
審
査
が
完
了
し
、
そ
の

後
、
分
則
編
の
審
査
も
行
わ
れ
、
一
二
月
末
、
刑
法
修
正
案
初
稿
が
完
成
し
た

(�)
。
こ
の
過
程
に
お
い
て
は
、
刑
法
委
員
自
ら
各
省
に
赴

き
、
司
法
や
監
獄
の
状
況
を
視
察
し
て
、
刑
法
修
正
案
を
実
際
の
必
要
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
と
さ
れ
る

(�)

。
ま
た
、
立
法
院
院
長

の
孫
科
も
、
天
津
、
済
南
、
北
平
、
洛
陽
、
西
安
、
蘇
州
、
無
錫
、
上
海
、
杭
州
等
を
訪
れ
、
各
地
の
司
法
状
況
及
び
監
獄
状
況
を
調

査
し
た

(�)

。

完
成
し
た
修
正
案
初
稿
は
、
各
省
の
各
級
法
院
、
各
地
の
律
師
公
会
や
大
学
、
法
学
院
、
法
学
雑
誌
社
に
送
付
さ
れ
、
意
見
の
提
出

が
求
め
ら
れ
た

(�)

。
そ
し
て
、
各
界
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
基
に
、
修
正
案
初
稿
は
再
度
整
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
九
三
四
年
三

月
八
日
、
刑
法
委
員
と
最
高
法
院
の
法
官
に
よ
る
討
論
が
行
わ
れ
た

(�)
。
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一
九
三
四
年
四
月
四
日
以
降
、
刑
法
委
員
会
は
、
そ
の
時
点
ま
で
に
得
ら
れ
た
様
々
な
意
見
を
も
と
に
修
正
案
初
稿
の
修
正
を
開
始

し
た
。
二
度
の
審
査
会
議
を
行
っ
た
後
、
さ
ら
に
会
議
を
重
ね
た
が
、
審
査
は
な
か
な
か
完
了
し
な
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
時
点
に
お

け
る
刑
法
委
員
の
見
通
し
で
は
、
四
月
末
に
は
修
正
案
初
稿
の
審
査
を
完
了
し
、
五
月
に
立
法
院
へ
修
正
案
を
提
出
し
、
立
法
院
会
議

で
討
論
を
経
た
後
、
六
月
に
は
新
た
な
刑
法
が
公
布
・
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た

(�)

。

そ
し
て
同
年
五
月
、
各
方
面
か
ら
の
意
見
を
参
酌
し
て
修
正
を
加
え
た
刑
法
修
正
案
が
完
成
し
た

(�)

。
し
か
し
、
こ
の
刑
法
修
正
案
は
、

孫
科
に

｢

修
正
さ
れ
た
と
は
い
え
、
全
国
の
要
求
を
ま
ん
べ
ん
な
く
満
た
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い｣

と
さ
れ
、
さ
ら
に
根
本
的
な
改

正
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た

(�)
。
そ
し
て
、
司
法
行
政
部
長
の
羅
文
幹
、
同
部
常
務
次
長
の
石
志
泉
、
法
官
訓
練
所
所
長
の
董
康
、
国

民
政
府
法
律
顧
問
の
パ
ド
ゥ
ー

[
宝
道
、�������������]
や
頼
班
亜
等
に
対
し
、
意
見
陳
述
が
求
め
ら
れ
、
彼
ら
の
意
見
を
基
に
再

度
修
正
が
加
え
ら
れ
た

(�)
。
こ
う
し
て
、
刑
法
委
員
が
当
初
予
定
し
て
い
た
五
月
の
立
法
院
会
議
に
お
け
る
刑
法
修
正
案
の
審
議
は
叶
わ

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
刑
法
委
員
は
六
月
ま
で
に
は
再
修
正
を
完
了
さ
せ
、
六
月
の
立
法
院
会
議
に
修
正
案
を
提
出
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
た

(�)
。
し
か
し
、
結
局
、
刑
法
修
正
案
が
完
成
し
、
立
法
院
会
議
に
提
出
さ
れ
た
の
は
、
当
初
の
予
定
よ
り
も
四
か
月
遅
れ

た
、
一
九
三
四
年
一
〇
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
二
八
年
刑
法
の
修
正
作
業
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
、
刑
法
修
正
案
が
立
法
院
会
議
に
提
出
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
約
三

年
間
の
年
月
を
要
し
た
。
そ
の
期
間
の
中
で
、
諸
外
国
の
刑
法
の
研
究
、
中
国
各
地
の
司
法
状
況
や
監
獄
状
況
の
実
態
調
査
、
法
学
者

や
法
律
の
実
務
に
携
わ
る
者
の
意
見
収
集
が
行
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
な
が
ら
、
幾
度
に
も
わ
た
っ
て
審
査
、
討
論
、
修
正
が
行
わ

れ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、
刑
法
を
修
正
す
る
に
あ
た
っ
て
、
立
法
院
院
長
孫
科
の
指
導
の
下
、
刑
法
委
員
が
、
様
々
な
角
度
か
ら
中
国
の

中
華
民
国
刑
法
改
正
過
程
に
お
け
る
保
安
処
分
論
議

久
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刑
法
を
見
直
し
、
理
想
と
現
実
と
を
擦
り
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
方
針
を
と
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
刑

法
修
正
案
が
当
時
の
中
国
社
会
に
お
け
る
犯
罪
へ
の
対
策
や
刑
事
裁
判
の
改
善
と
い
う
点
で
有
効
と
な
り
う
る
内
容
に
な
っ
て
い
た
と

速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

刑
法
修
正
案
が
立
法
院
に
提
出
さ
れ
た
後
、
一
九
三
四
年
一
〇
月
一
九
日
、
二
〇
日
の
二
日
間
の
立
法
院
会
議
に
お
い
て
は
、
総
則

編
の
審
議
が
行
わ
れ
た

(�)
。
ま
た
、
二
二
日
か
ら
二
七
日
に
か
け
て
は
、
分
則
編
の
審
議
が
行
わ
れ
た

(�)

。
三
一
日
に
は
、
二
読
時
に
保
留

と
な
っ
た
条
文
や
、
各
委
員
が
提
出
し
た
新
修
正
案
が
、
刑
法
委
員
会
の
審
査
を
経
て
、
再
審
議
さ
れ
た

(�)

。
一
一
月
一
日
、
中
華
民
国

刑
法
修
正
案
の
三
読
会
が
開
か
れ
、
長
期
に
わ
た
っ
て
討
論
さ
れ
た
刑
法
修
正
案
は
よ
う
や
く
三
読
通
過
し
、
新
た
な
刑
法
は
、
刑
事

訴
訟
条
例
及
び
刑
法
執
行
法
の
草
案
が
通
過
し
た
後
、
あ
ら
た
め
て
正
式
に
公
布
・
施
行
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

(�)

。
そ
し
て
、
一

九
三
五
年
一
月
一
日
、
新
た
な
中
華
民
国
刑
法
が
公
布
さ
れ
、
同
年
七
月
一
日
、
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

(

２)

刑
法
修
正
案
要
旨
と
保
安
処
分
規
定

一
九
三
四
年
一
〇
月
一
九
日
の
立
法
院
会
議
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
刑
法
修
正
案
の
審
議
で
は
、
ま
ず
、
刑
法
委
員
会
委
員
長
の
劉

克
俊
が
修
正
案
の
要
点
を
報
告
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
刑
法
修
正
の
規
準
と
し
た
の
は
、｢

刑
事
学
理
が
よ
り
一
層
深
く
論
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
国
際
刑
法
会
議
が
毎
年
開
催
さ
れ
、
各
国
の
刑
事
立
法
政
策
が
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と｣

で
あ
り
、
比
較
的

大
き
な
変
化
と
し
て
、｢

客
観
主
義
か
ら
主
観
主
義
へ
、
応
報
主
義
か
ら
社
会
防
衛
主
義
へ
と
重
点
が
移
っ
た
こ
と｣

が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、｢

各
国
の
社
会
環
境
は
異
な
る
た
め
、
法
典
の
修
正
も
可
能
な
範
囲
で
国
内
の
実
情
に
照
ら
し
て
進
め
て
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い
く
べ
き
で
あ
り
、
二
八
年
刑
法
が
一
般
法
官
や
民
衆
の
心
理
に
深
く
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
、
多
く
の
変
更
を
行

う
べ
き
で
は
な
い｣

と
も
述
べ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、｢

最
近
の
外
国
立
法
例
を
参
酌｣

す
る
一
方
、｢

中
国
の
法
官
の

水
準
、
監
獄
の
整
備
、
人
民
の
教
育
、
社
会
環
境
等
の
実
際
の
状
況
を
考
慮
し
た｣

と
説
明
さ
れ
た

(�)

。

前
述
の
よ
う
に
、
刑
法
委
員
会
は
、
刑
法
修
正
案
を
立
法
院
に
提
出
す
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
、
諸
外
国
の
刑
法
や
国
際
刑
法
会

議
の
決
議
、
法
律
家
の
意
見
、
国
内
各
地
の
司
法
及
び
監
獄
の
状
況
を
参
考
に
し
て
お
り
、｢

刑
法
委
員
会
が
、
刑
法
の
国
際
的
潮
流

を
意
識
し
つ
つ
も
中
国
の
実
情
を
考
慮
し
て
修
正
作
業
を
進
め
た｣

点
を
強
調
す
る
劉
の
報
告
は
、
そ
れ
ほ
ど
誇
張
さ
れ
て
は
い
な
い

だ
ろ
う
と
い
え
る
。
ま
た
、
劉
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
立
法
院
会
議
で
の
審
議
が
開
始
さ
れ
る
時
点
に
お
い
て
は
、
二
八
年
刑
法
が
国
内

に
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
大
幅
に
改
正
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
は
、

北
京
政
府
時
期
か
ら
の
連
続
性
を
も
つ
二
八
年
刑
法
が
、
施
行
後
わ
ず
か
三
年
間
で
修
正
作
業
が
開
始
さ
れ
た
と
は
い
え
、
南
京
国
民

政
府
の
刑
法
委
員
に
よ
っ
て
一
定
程
度
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

刑
法
委
員
が
報
告
し
た
三
五
年
刑
法
の
修
正
案
要
旨
に
お
い
て
は
、
修
正
箇
所
が
八
二
点
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(�)

。
そ
の
中
で
、
保
安
処

分
に
関
し
て
は
、｢

最
近
の
刑
事
政
策
は
社
会
防
衛
を
重
視
し
て
お
り
、
各
国
で
新
た
に
制
定
さ
れ
た
刑
法
は
保
安
処
分
の
章
に
関
し

て
非
常
に
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。
現
行
法
は
少
年
犯
罪
者
や
精
神
病
者
に
関
し
て
感
化
教
育
、
品
行
の
監
督
、
及
び
監
禁
処
分
の
規

定
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
範
囲
は
非
常
に
狭
い
た
め
、
本
案
は
保
安
処
分
の
章

[

総
則
編
第
一
二
章]

を
新
設
し
た｣

と
説
明
さ
れ
た
。

ま
た
、
修
正
案
要
旨
の
中
で
は
、
二
八
年
刑
法
に
も
規
定
さ
れ
て
い
た
少
年
や
精
神
障
害
者
の
処
遇
に
つ
い
て
、｢

少
年
犯
罪
に
対

し
て
は
、
感
化
教
育
を
以
て
主
と
す
べ
き
で
あ
る
た
め
、
本
案
は
責
任
年
齢
を
一
四
歳
に
引
き
上
げ
、
減
軽
責
任
年
齢
を
一
八
歳
に
引

中
華
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国
刑
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正
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程
に
お
け
る
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分
論
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き
上
げ
る
と
同
時
に
、
感
化
教
育
、
品
行
監
督
等
の
処
分
を
保
安
処
分
の
章
に
お
い
て
詳
細
に
規
定
し
、
救
済
と
な
る
よ
う
に
し
た｣

、

｢

現
行
刑
法
は
、
心
神
耗
弱
者
及
び�音
唖
者
に
対
す
る
処
罰
に
つ
い
て
必
減
主
義

[

刑
の
裁
量
時
に
お
い
て
処
罰
を
減
軽
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
す
る
立
場]

を
採
る
が
、
寛
大
す
ぎ
る
傾
向
が
あ
り
、
本
案
で
は
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
改
め
た｣

と
い
う
こ

と
も
示
さ
れ
た

(�)
。

二
〇
世
紀
前
半
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
、
新
派
刑
法
学
の
理
論
が
反
映
さ
れ
た
刑
法
改
正
事
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
一

九
二
〇
年
代
に
は
新
た
な
刑
法
が
ほ
ぼ
完
成
す
る
状
況
に
あ
っ
た

(�)
。
そ
の
過
程
の
中
で
、
少
年
や
精
神
障
害
者
の
犯
罪
に
対
し
て
刑
罰

以
外
の
処
分
が
規
定
さ
れ
た
り
、
常
習
的
犯
罪
者
に
対
す
る
社
会
防
衛
の
手
段
と
し
て
不
定
期
刑
が
創
設
さ
れ
た
り
、
さ
ら
に
刑
罰
と

は
別
に
保
安
処
分
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

(�)
。

刑
法
修
正
案
の
保
安
処
分
章

(

総
則
編
第
一
二
章
第
八
五
条
―
第
九
七
条)

で
は
、
そ
う
し
た
諸
外
国
の
保
安
処
分
規
定
を
参
考
に
、
少

年
に
対
す
る
感
化
教
育
、
心
神
喪
失
者
及
び
心
神
耗
弱
者
に
対
す
る
監
護
、
鴉
片
や
麻
薬
の
吸
食
者
及
び
酩
酊
し
た
犯
罪
者
に
対
す
る

禁
戒
、
職
業
犯
罪
者
や
累
犯
に
対
す
る

｢

強
制
工
作｣

[

強
制
労
働]

、
感
化
教
育
・
監
護
・
禁
戒
・
強
制
工
作
を
宣
告
さ
れ
た
者
や
、

緩
刑
・
仮
釈
放
期
間
の
者
に
対
す
る
保
護
管
束
、
外
国
人
犯
罪
者
に
対
す
る
駆
逐
出
境
と
い
っ
た
処
分
が
規
定
さ
れ
た

(�)

。

以
上
か
ら
、
刑
法
修
正
案
に
お
い
て
新
た
に
保
安
処
分
章
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
条
文
そ
の
も
の
や
刑
法
委
員
の
報
告
を

み
る
限
り
で
は
、
当
時
、
中
国
の
実
情
と
い
う
よ
り
も
国
際
的
潮
流
に
合
わ
せ
る
こ
と
の
ほ
う
が
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

修
正
案
で
は
、
二
八
年
刑
法
よ
り
も
多
く
の
種
類
の
保
安
処
分
規
定
が
設
け
ら
れ
、
保
安
処
分
の
対
象
範
囲
が
拡
大
さ
れ
た
。
す
な
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わ
ち
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
対
し
て
、
た
と
え
刑
罰
を
科
さ
ず
と
も
保
安
処
分
と
い
う
名
の
も
と
に
拘
束
し
、
社
会
か
ら
隔
離
す
る
こ

と
が
法
律
上
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
重
要
な
変
化
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
保
安
処
分
対
象
者
で
あ
っ
て
も
、
少

年
に
対
し
て
は
、
感
化
教
育
や
品
行
監
督
等
の
処
分
に
よ
る
救
済
が
重
視
さ
れ
、
心
神
耗
弱
者
に
対
し
て
は
、
刑
罰
の
減
軽
を
制
限
す

る
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
刑
法
委
員
が
、
犯
罪
者
を
改
善
し
救
済
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
示
す
と
い
え
る
一
方
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
犯
罪
者
に
対
し
て
寛
大
な
処
置
を
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

も
示
し
て
い
る
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
修
正
点
に
つ
い
て
、
様
々
な
外
国
の
保
安
処
分
規
定
を
単
に
移
植
し
た
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
中
国
の
実
情

を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
の
修
正
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
の
刑
法
に
保
安
処
分
と
い
う
概
念
が
採
用
さ
れ
る
過
程
に

お
い
て
、
実
際
に
は
、
社
会
の
実
情
は
ど
の
程
度
考
慮
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
に
、
以
下
、
保
安
処
分
を

め
ぐ
る
法
学
者
の
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二

法
学
者
に
よ
る
保
安
処
分
論
議

(

１)

刑
法
修
正
案
完
成
以
前
の
議
論

こ
こ
で
は
、
三
五
年
刑
法
の
制
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
法
学
者
の
意
見
を
分
析
す
る
た
め
、
一
九
二
〇
年
代
及
び
一

九
三
〇
年
代
の
中
国
に
お
け
る
法
学
雑
誌
や
法
学
著
作
で
展
開
さ
れ
た
保
安
処
分
を
め
ぐ
る
議
論
に
目
を
向
け
る
。
保
安
処
分
と
い
う

概
念
は
、
必
ず
し
も
二
八
年
刑
法
公
布
後
に
突
如
と
し
て
中
国
に
現
れ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
二
八
年
刑
法
公
布
以
前
の
議
論
に
つ
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い
て
も
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
雑
誌
や
著
作
で
意
見
を
述
べ
て
い
る
法
学
者
の
中
に
は
、
政
府
関
係
者
と
し
て
の
顔
も
持
つ
者

も
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
彼
ら
の
意
見
に
つ
い
て
も
、
専
門
性
の
あ
る
雑
誌
や
著
作
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
以
上
、
法
学
者
の
意
見
と
し

て
扱
う
。
史
料
と
し
て
、
当
時
の
主
要
な
雑
誌
で
あ
っ
た
、『

法
学
雑
誌

(�)』

、『

法
律
評
論

(�)』

、『

中
華
法
学
雑
誌

(�)』

の
三
誌
を
主
に
用
い

た

(�)
。

｢

保
安
処
分｣

と
い
う
用
語
が
中
華
民
国
の
刑
法
典
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
一
九
三
三
年
起
草
の
刑
法
修
正
案
が
初
め
て
で
あ
っ

た
が
、
保
安
処
分
も
し
く
は
保
安
処
分
的
処
遇

(�)
に
関
し
て
は
修
正
案
の
発
表
以
前
に
す
で
に
中
国
の
法
学
者
た
ち
の
間
で
議
論
の
対
象

と
な
っ
て
い
た
。

ま
ず
、
責
任
無
能
力
者
で
あ
る
少
年
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
、
厳
し
い
刑
罰
を
科
す
こ
と
は
少
年
に
社
会
の
冷
酷
さ
や
残
忍
さ
を

感
じ
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
刑
罰
思
想
が
応
報
主
義
か
ら
予
防
主
義
に

｢

進
ん
で
い
る｣

た
め
、
刑
罰
か
ら
感
化
監
督
に
代
え
る
べ
き

で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た

(�)
。
ま
た
、
精
神
病
者
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
、
刑
法
で
は
精
神
病
者
の
犯
罪
は
罰
し
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い

た
が
、
社
会
の
危
険
を
防
ぎ
、
特
別
予
防
の
目
的
を
達
成
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
刑
罰
の
代
用
と
し
て
監
禁
処
分
を
施
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
意
見
が
み
ら
れ
た

(�)
。
つ
ま
り
、
刑
法
修
正
案
が
発
表
さ
れ
る
以
前
の
中
国
に
お
い
て
、
責
任
無
能
力
者
の
犯
罪
へ
の
対
策
と

し
て
保
安
処
分
的
処
遇
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
少
年
に
対
し
て
は
峻
厳
な
刑
罰
を
避
け
る
た
め
の
感
化
監
督
が
、
精
神
病
者
に
対
し
て

は
社
会
防
衛
の
た
め
の
拘
束
と
隔
離
を
重
視
し
た
監
禁
処
分
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
不
定
期
刑
も
注
目
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
目
的
刑
論
を
徹
底
し
、
社
会
の
利
益
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
西
洋
諸
国
に

つ
い
て
、｢

罪
刑
法
定
主
義
が
重
要
な
原
則
と
さ
れ
る
た
め
、
不
定
期
刑
な
ど
犯
罪
者
に
と
っ
て
不
利
と
な
る
制
度
が
発
達
し
て
い
な
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い｣
、｢

個
人
の
自
由
の
た
め
で
あ
れ
ば
犯
罪
者
で
さ
え
も
十
分
に
尊
重
さ
れ
る｣

な
ど
と
し
て
批
判
し
、
社
会
防
衛
の
た
め
に
、
犯
罪

者
が
完
全
に
改
善
さ
れ
る
ま
で
そ
の
自
由
を
拘
束
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
み
ら
れ
た

(�)

。
ま
た
、
こ
の
意
見
ほ
ど
強
く
は

な
い
に
せ
よ
、｢

少
し
も
改
悛
し
て
い
な
い
の
に
刑
期
が
終
了
し
た
と
い
う
だ
け
で
自
由
の
権
利
を
回
復
で
き
る
受
刑
者
が
増
え
る
と
、

犯
罪
者
が
増
加
し
、
世
間
の
人
々
が
刑
罰
は
無
意
味
で
あ
る
と
非
難
す
る
こ
と
に
な
る

(�)｣

と
し
て
、
不
定
期
刑
の
採
用
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
犯
罪
者
の
改
善
を
徹
底
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
犯
罪
者
自
身
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
社
会
に
お
け
る
犯

罪
の
減
少
や
社
会
の
利
益
と
い
う
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。

保
安
処
分
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
無
批
判
に
支
持
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
性
質
に
つ
い
て
、
刑
罰
と
の
比
較
を
通
し

て
分
析
さ
れ
、
危
険
性
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
保
安
処
分
が
、｢

個
人
の
自
由
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す｣

も
の
で
、｢

社
会
防
衛
を
目
的
と
し
、
そ
の
内
容
は
個
人
に
対
す
る
害
悪｣

で
あ
る
た
め
性
質
上
刑
罰
と
区
別
で
き
な
い
と
さ
れ
、

慎
重
に
宣
告
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

(�)
。
す
な
わ
ち
、
新
た
な
概
念
で
あ
る
保
安
処
分
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
こ

と
を
牽
制
す
る
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
。

但
し
、
保
安
処
分
と
刑
罰
と
は
、
性
質
上
同
じ
で
あ
っ
て
も
、｢

社
会
防
衛
の
実
際
と
応
報
観
念
と
を
調
和
す
る
た
め
、
両
者
は
形

式
上
区
別
さ
れ
る｣

と
し
、
特
に
、
責
任
無
能
力
者
及
び
限
定
責
任
能
力
者
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
、｢

刑
罰
と
い
う
名
義
を
避
け

て
、
そ
の
改
善
を
円
満
に
進
行
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
刑
罰
で
は
な
く
保
安
処
分
が
科
さ
れ
る｣

と
説
明
さ
れ
た

(�)

。
こ
の
よ
う
に
、

本
来
、
刑
罰
は
保
安
処
分
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
責
任
能
力
の
有
無
に
関
係
な
く
犯
罪
者
を
拘
束
し
て
改
善
で
き
る
よ
う
、
保
安

処
分
の
制
定
が
支
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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以
上
か
ら
、
刑
法
修
正
案
の
発
表
以
前
か
ら
、
中
国
の
法
学
者
た
ち
の
間
で
、
保
安
処
分
的
処
遇
や
保
安
処
分
規
定
の
必
要
性
が
指

摘
さ
れ
て
お
り
、
責
任
能
力
の
有
無
や
罪
刑
法
定
主
義
に
と
ら
わ
れ
ず
に
犯
罪
者
を
拘
束
し
、
改
善
が
完
了
す
る
ま
で
社
会
か
ら
隔
離

す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
て
い
た
。
刑
法
修
正
案
に
保
安
処
分
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
法
学
界
の
動
き
が
影
響
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

２)
刑
法
修
正
案
完
成
後
の
議
論

次
に
、
刑
法
修
正
案
が
完
成
し
、
立
法
院
会
議
に
お
い
て
刑
法
修
正
案
が
審
議
さ
れ
て
い
た
時
期
の
法
学
雑
誌
に
お
け
る
議
論
を
み

て
い
く
こ
と
と
す
る
。
一
九
三
四
年
頃
の
法
学
雑
誌
に
は
、
保
安
処
分
に
つ
い
て
の
意
見
が
比
較
的
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
要
因
と
し
て

は
、
刑
法
修
正
案
に
新
た
に
保
安
処
分
章
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
当
時
の
法
学
雑
誌
上
で
は
、
保
安
処
分
の
採
用
は
概

ね
支
持
さ
れ
て
い
た
が
、
刑
法
修
正
案
の
保
安
処
分
章
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
様
々
な
指
摘
が
な
さ
れ
た
。

ま
ず
、
保
安
処
分
章
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
は
、｢

犯
罪
防
止
に
よ
り
有
効
な
方
法
を
採
用
し
た

(�)｣

と
し
て
注
目
さ

れ
た
。
但
し
、｢

修
正
案
中
、
最
も
価
値
が
あ
る
改
正
点｣
と
し
つ
つ
も
、
二
八
年
刑
法
に
元
々
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
を
一
か
所
に

寄
せ
集
め
て
修
正
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
意
見
も
見
ら
れ
た

(�)
。
ま
た
、
修
正
案
が

｢

学
理
上
の
条
文
で
は
な
く
実
情
に
注
目｣

し
て

お
り
、
犯
罪
者
の
改
善
に
有
効
で
あ
る
と
評
価
し
な
が
ら
、
円
滑
に
実
施
し
て
い
く
た
め
の
よ
り
具
体
的
な
規
定
も
求
め
ら
れ
た

(�)

。
そ

し
て
、
修
正
案
で
処
分
期
間
に
一
定
の
年
限
を
設
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
者
の
改
善
を
徹
底
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
修
正
が

求
め
ら
れ
て
い
た

(�)

。
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ま
た
、
刑
法
修
正
案
で
は
、
心
神
喪
失
者
を
責
任
無
能
力
者
、
心
神
耗
弱
者
を
限
定
責
任
能
力
者
と
し
て
区
別
し
、
後
者
に
対
す
る

刑
の
減
軽
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、｢

社
会
防
衛
と
い
う
理
論
を
前
提
に
す
る
と
、
責
任
と
は
無
用
の
概
念
で
、

知
識
の
程
度
が
常
人
と
異
な
る
こ
と
で
刑
を
減
軽
す
る
の
は
、
全
く
意
味
が
な
い｣

と
し
て
、
精
神
障
害
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
程
度

の
軽
重
に
関
わ
ら
ず
、
刑
を
減
軽
す
る
の
で
は
な
く
、
保
安
処
分
を
科
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
み
ら
れ
た

(�)

。

少
年
犯
罪
者
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
は
、｢

未
成
年
者
の
行
為
に
つ
い
て
は
責
任
が
無
く
、
刑
罰
を
適
用
し
な
い
と
は
い
え
、
社

会
の
安
全
上
放
置
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い｣

と
し
て
、
強
制
的
に
自
由
を
拘
束
し
、
感
化
教
育
の
施
設
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、｢

社
会
を
防
衛
す
る
と
同
時
に
、
未
成
年
者
個
人
も
保
護
し
て
、
そ
の
精
神
状
態
を
健
全
に
発
育
さ
せ
る

(�)｣

こ
と
が
必
要
と
さ
れ

た
。
ま
た
、
刑
法
修
正
案
で
一
四
歳
未
満
を
責
任
無
能
力
者
と
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
、｢

一
四
歳
か
ら
一
八
歳
ま
で
の
間
は
、
罪
を

犯
す
危
険
性
の
高
い
時
期｣

で
あ
り
、｢
年
少
者
は
性
情
が
定
ま
っ
て
い
な
い
た
め
、
投
獄
さ
れ
れ
ば
獄
内
の
悪
影
響
を
受
け
、
出
獄

後
に
再
び
罪
を
犯
す｣

と
し
て
、

責
任
無
能
力
者
を
一
八
歳
未
満
に
引
き
上
げ
、
刑
罰
に
代
え
て
感
化
教
育
を
施
す
べ
き
少
年
の
範

囲
を
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
心
神
耗
弱
者
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
の
意
見
と
同
様
、
限
定
責
任
能
力
者
に
つ
い

て
の
規
定
が

｢

責
任
能
力
の
有
無
と
科
刑
の
効
果
の
有
無
と
は
二
者
択
一
で
あ
る｣

と
し
て
批
判
さ
れ
、
責
任
能
力
が
無
い
場
合
に
は
、

感
化
教
育
等
、
他
の
方
法
を
施
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た

(�)
。

以
上
は
、
責
任
無
能
力
者
や
限
定
責
任
能
力
者
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
が
、
広
く
一
般
の
犯
罪
者
に
対
す
る
保
安

処
分
的
処
遇
の
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
刑
法
の
本
質
は

｢

社
会
が
個
人
に
対
し
て
与
え
る
社
会
防
衛

の
た
め
の
処
分｣

で
あ
り
、｢

歴
史
の
中
で
形
式
は
変
わ
っ
て
も
、
社
会
の
必
要
の
上
に
あ
る
と
い
う
そ
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い｣

と
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い
う
。
そ
し
て
、
生
命
刑
以
外
の
刑
罰
の
目
的
は
、
社
会
が

｢

非
常
に
強
い
人
道
主
義
の
悲
哀｣

の
下
、
反
社
会
的
な
者
を
一
時
期
隔

離
し
て
特
殊
な
訓
練
を
施
し
、
そ
の
意
識
と
行
為
を
完
全
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
犯
罪
者
が
社
会
に
も
た
ら
す
将
来
の
危

険
を
除
く
の
み
な
ら
ず
、
犯
罪
者
を
社
会
に
復
帰
さ
せ
、
社
会
の
利
益
に
つ
な
げ
る
と
説
明
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
社
会
か
ら
隔
離
し

た
犯
罪
者
に
、｢
苦
痛
の
中
で
慈
愛
教
育
と
感
化
を
施
す｣

と
さ
れ
て
い
る

(�)

。
こ
こ
で
は
、
目
的
刑
論
の
立
場
か
ら
、
犯
罪
者
の
社
会

復
帰
と
そ
の
た
め
の
感
化
教
育
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、｢

将
来
の
危
険
を
除
く
た
め｣

、
犯
罪
事
実
の
有
無
に
関
わ
ら

ず
、
社
会
に
と
っ
て
危
険
と
思
わ
れ
る
者
を
拘
束
し
、
厳
し
く
処
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
姿
勢
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
こ

の
意
見
は
、
保
安
処
分
と
刑
罰
と
を
形
式
的
に
も
一
元
化
す
る
べ
き
と
す
る
立
場
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
見
方
は
ほ
か
に
も
み

ら
れ
、｢

一
元
論
の
思
想
は
、
ソ
連
で
す
で
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
非
常
に
成
功
を
収
め
て
い
て
、
将
来
、
全
世
界
の
立
法
に

お
い
て
一
元
論
が
採
用
さ
れ
る
日
も
遠
く
な
い
で
あ
ろ
う

(�)｣
な
ど
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

一
方
、
保
安
処
分
を
採
用
す
る
こ
と
に
対
し
、
中
華
民
国
の
実
情
、
特
に
深
刻
な
財
政
状
況
を
考
慮
し
て
、｢

保
安
処
分
一
元
論
を

採
用
し
た
場
合
に
、
設
備
を
整
え
る
こ
と
は
厳
し
い

(�)｣
、｢

保
安
処
分
が
空
文
と
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い

(�)｣

等
、
冷
静
な
指
摘
も

な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
応
報
刑
を
必
要
と
考
え
る
人
々
が
い
ま
だ
多
い
と
い
う
実
情
や
、
罪
刑
法
定
主
義
と
の
矛
盾
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
た
。
そ

こ
で
は
、
民
衆
の
意
識
の
中
に
応
報
的
思
想
が
非
常
に
根
強
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
歴
史
上
、
君
主
や
官
僚
が
賞
罰
を
明
確
に
す
る

こ
と
は

｢

徳
が
あ
り
、
国
を
治
め
る
才
が
あ
る｣

と
み
な
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
宗
教
上
、｢

善
に
は
善
を
、
悪
に
は
悪
を
以
っ
て
報

い
る｣

こ
と
が

｢

公
平
で
妥
当
な
道｣

で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
様
々
な
立
場
に
お
い
て
応
報
刑
思
想
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
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｢
立
法
が
人
々
の
観
念
に
違
っ
て
は
な
ら
な
い｣

と
主
張
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
実
情
を
考
慮
せ
ず
に
最
新
の
潮
流
で
あ
る
と
い
う
だ
け

で
保
安
処
分
を
採
用
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ
、
刑
罰
に
犯
罪
防
止
の
効
果
が
あ
る
こ
と
も
主
張
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
保
安
処
分
に

罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、｢

人
々
の
自
由
の
保
障
が
不
十
分
で
あ
る｣

中
華
民
国
に
お
い
て
は
、｢

政
府
機
関
に

よ
る
専
横
、
専
断｣

が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
弊
害
も
懸
念
さ
れ
て
い
る

(�)

。

以
上
か
ら
、
刑
法
修
正
案
完
成
時
期
の
法
学
界
に
お
い
て
、
刑
法
に
保
安
処
分
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
概
ね
支
持
さ
れ
て
お
り
、
社

会
防
衛
の
重
要
性
が
掲
げ
ら
れ
、
責
任
能
力
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
に
犯
罪
者
の
改
善
を
徹
底
す
る
た
め
の
処
分
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、
財
政
的
困
難
や
、
応
報
刑
思
想
へ
の
配
慮
、
罪
刑
法
定
主
義
に
よ
ら
な
い
政
府
の
専
断
に
対
す
る
不
安
も
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
中
国
で
保
安
処
分
を
採
用
す
る
際
の
問
題
点
が
考
え
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

三

立
法
院
会
議
に
お
け
る
保
安
処
分
論
議

で
は
、
保
安
処
分
に
つ
い
て
、
法
学
者
、
刑
法
委
員
、
立
法
院
委
員
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
見
解
は
、
い
か
に
共
通
・
相
違
し
て
い
た

の
か
。
こ
こ
で
は
、
三
五
年
刑
法
に
お
け
る
保
安
処
分
規
定
を
最
終
的
に
決
定
し
た
立
法
院
会
議
で
の
審
議
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
立

法
院
会
議
に
お
い
て
は
、
主
に
、
刑
法
修
正
案
を
起
草
し
た
刑
法
委
員
と
そ
の
他
の
立
法
院
委
員
と
の
間
で
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
や
り
と
り
を
み
る
こ
と
で
、
保
安
処
分
に
対
す
る
刑
法
委
員
の
見
解
が
明
瞭
と
な
る
。
ま
た
、
法
学
雑
誌
や
法
学
著
作
で
は
み
ら

れ
な
い
意
見
も
出
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
と
法
学
者
の
意
見
と
を
併
せ
て
み
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
中
国
に
お
け
る
政
治
的
或

い
は
社
会
的
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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一
九
三
四
年
一
〇
月
に
開
始
さ
れ
た
立
法
院
会
議
に
お
い
て
、
刑
法
修
正
案
の
保
安
処
分
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
主
に
立
法
院
委
員

の
黄
右
昌

(�)
と
刑
法
委
員
と
の
間
で
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
。

ま
ず
、
黄
右
昌
は
、
保
安
処
分
章
の
新
設
に
つ
い
て
、
国
際
刑
法
会
議
の
決
議
や
各
国
の
立
法
例
に
倣
っ
た
近
代
的
な
こ
と
と
し
て

評
価
し
た
が
、｢
中
国
社
会
の
各
種
設
備
の
完
備
状
況
と
、
刑
法
が
規
定
す
る
感
化
・
監
護
・
禁
戒
と
が
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
か
、

刑
法
が
単
な
る
空
文
に
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
か｣

と
質
問
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
刑
法
委
員
の
趙�
は
、
当
時
の
中
国
に
お
い
て
感

化
・
監
護
・
禁
戒
の
各
種
設
備
が
完
備
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
た
上
で
、｢

責
任
は
行
政
当
局
に
あ
り
、
将
来
、
刑
法
施
行
法
内

で
社
会
状
況
を
参
酌
し
て
、
社
会
の
現
実
と
法
律
の
条
文
と
が
背
馳
し
な
い
よ
う
に
す
る｣

と
説
明
し
た
。
こ
の
説
明
に
対
し
、
黄
右

昌
は
異
論
を
唱
え
な
か
っ
た

(�)
。

黄
右
昌
は
、
さ
ら
に
、｢

刑
法
委
員
が
保
安
処
分
章
内
の
監
禁
・
保
護
・
労
働
・
予
防
の
各
種
処
分
方
法
を
継
続
し
て
立
案
し
、
刑

法
と
同
時
に
公
布
す
れ
ば
、
刑
法
が
空
文
と
な
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
る｣

と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
刑
法
委
員
の
羅
鼎
が
、
修
正

案
の
保
安
処
分
章
内
で
す
で
に
各
種
処
分
方
法
が
十
分
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
し
、
保
安
処
分
の
た
め
の
各
種
施
設
の
設
置
は
容
易
で

あ
り
、
各
都
市
で
す
で
に
設
立
さ
れ
て
い
る
た
め
、
新
た
な
刑
法
が
施
行
さ
れ
て
も
支
障
は
な
い
と
い
う
解
釈
を
示
し
、
黄
右
昌
は
納

得
し
た

(�)

。

こ
う
し
て
、
一
〇
月
二
〇
日
に
保
安
処
分
章
は
一
旦
、
二
読
通
過
し
た
の
で
あ
る
が
、
二
二
日
の
審
議
に
お
い
て
、
黄
右
昌
が
再
び

修
正
意
見
を
提
出
し
た
。
黄
右
昌
は
、｢

修
正
案
で
は
保
安
処
分
と
保
護
管
束
処
分
が
一
つ
の
章
で
同
列
に
扱
わ
れ
て
不
鮮
明
で
あ
る
。

日
本
刑
法

(�)

の
立
法
例
に
倣
っ
て
、
保
護
観
察
制
度
を
別
に
設
け
、
保
安
処
分
章
の
保
護
管
束
処
分
を
そ
こ
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る｣

と
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主
張
し
た
。
ま
た
、
修
正
案
第
八
八
条
に
つ
い
て
、｢

中
国
で
は
酩
酊
者
の
犯
罪
は
非
常
に
少
な
く
、
飲
酒
は
鴉
片
を
吸
食
す
る
こ
と

と
は
異
な
る
の
で
、
戒
煙
所
と
類
似
し
た
施
設
に
酩
酊
者
を
収
容
す
る
必
要
は
な
い｣

と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
刑
法
委
員
の
劉
克
俊
、
史
尚
寛
、
趙�
ら
は
、
保
安
処
分
と
保
護
管
束
の
区
別
に
つ
い
て
、｢

日
本
が
別
々
に
規

定
し
て
い
る
の
は
、
保
護
観
察
制
度
が
別
に
設
け
ら
れ
て
い
る
た
め
で
、
中
国
は
現
在
保
護
観
察
の
方
法
が
な
く
、
そ
れ
ら
を
分
け
る

こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
。
且
つ
、
ド
イ
ツ
の
立
法
例

(�)
で
は
保
護
管
束
と
保
安
処
分
と
を
分
け
て
い
な
い｣

、
と
反
論
し
た
。
ま
た
、
第

八
八
条
に
つ
い
て
は
、｢
中
国
人
の
酩
酊
者
は
元
々
少
な
い
が
、
中
国
に
居
住
し
て
い
る
外
国
人
の
中
に
は
酒
に
酔
っ
て
面
倒
を
引
き

起
こ
す
者
が
非
常
に
多
く
、
将
来
こ
の
条
文
を
引
い
て
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う｣

と
説
明
し
た
。
黄
右
昌
は

｢

現
行
法
第

三
二
条

(�)
を
回
復
し
て
修
正
案
第
八
八
条
に
代
え
れ
ば
よ
い｣

と
し
た
が
、
刑
法
委
員
の
林
彬
が
、
自
ら
の
意
思
で
酩
酊
し
た
の
で
は
な

い
犯
罪
者
の
刑
を
減
軽
す
る
と
す
る
二
八
年
刑
法
の
規
定
を
批
判
し
、
酩
酊
し
て
犯
罪
を
行
っ
た
者
は
責
任
を
負
う
が
、
状
況
を
参
酌

し
て
、
適
当
な
施
設
に
移
送
し
て
禁
戒
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
採
決
の
結
果
、
黄
右
昌
の
意
見
へ
の
賛
同
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ

た

(�)
。以

上
の
議
論
か
ら
は
、
刑
法
修
正
案
が
完
成
し
た
時
点
で
は
、
刑
法
委
員
も
、
保
安
処
分
を
中
国
で
実
施
す
る
に
は
時
期
尚
早
で
あ

る
と
認
識
し
、
各
種
施
設
の
整
備
が
課
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
そ
の
課
題
を
完
遂
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
刑
法
委

員
は
比
較
的
楽
観
視
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
刑
法
委
員
の
姿
勢
に
対
し
て
、
他
の
立
法
院
委
員
も
特
に
強
く
は
異
論
を
唱
え
て
い
な
い
。

黄
右
昌
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
様
々
な
問
題
点
は
、
結
果
的
に
は
修
正
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
保
安
処
分
章
内
に
保
護
管
束
処
分

の
規
定
を
設
け
る
こ
と
の
是
非
や
、
酩
酊
犯
の
処
遇
に
つ
い
て
、
彼
の
指
摘
と
そ
れ
に
対
す
る
刑
法
委
員
の
説
明
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
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も
の
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
刑
法
委
員
が
ド
イ
ツ
の
刑
法
草
案
を
参
照
し
て
い
る
と
明
言
し
た

(�)

。
ま
た
、
後
者
に
関
し
て
は
、

当
時
の
中
国
に
お
い
て
、
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
が
重
要
な
問
題
と
し
て
存
在
し
、
中
国
の
刑
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
裁
く
こ
と
が
目
指
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
飲
酒
に
よ
る
犯
罪
者
を
鴉
片
吸
食
者
と
同
じ
施
設
に
収
容
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
は
明
瞭
な
説
明
が
な
さ
れ
ず
、
外
国
人
に
よ
る
犯
罪
へ
の
対
処
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
中
国
で
あ
ま
り
重
大
に

扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
酩
酊
に
よ
る
犯
罪
に
も
保
安
処
分
を
科
す
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
中
国
に
お
け
る
保
安
処
分
の
対

象
者
が
広
が
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
三
五
年
刑
法
に
お
け
る
保
安
処
分
章
の
設
定
に
至
る
ま
で
の
議
論
を
み
て
き
た
。
犯
罪
者
に
対
す
る
保
安
処
分
的
処
遇
に
関

す
る
議
論
は
、
二
八
年
刑
法
制
定
以
前
か
ら
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
刑
法
修
正
案
の
保
安
処
分
章
の
新
設

に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
刑
法
改
正
過
程
に
お
い
て
、
法
学
者
の
議
論
で
は
、
保
安
処
分
或
い
は
保
安
処
分
的
処
遇
に
つ
い

て
、
そ
の
効
果
と
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
立
法
院
会
議
で
は
、
施
設
完
備
の
困
難
さ
や
、
社
会
の
応
報
刑
思
想
と
の
不

一
致
、
罪
刑
法
定
主
義
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
政
府
の
専
断
の
危
険
性
等
、
議
論
す
べ
き
問
題
が
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
保
安
処
分
規
定
の
内
容
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
大
き
な
議
論
と
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
理
由
と
し
て
は
、
第
一
に
、
従
来
よ

り
も
様
々
な
種
類
の
犯
罪
者
を
不
定
期
に
拘
束
で
き
る
保
安
処
分
の
規
定
と
い
う
刑
法
委
員
の
方
針
が
、
概
ね
支
持
さ
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
、
第
二
に
、
保
安
処
分
の
本
格
的
な
実
現
は
、
当
時
の
中
国
の
実
情
を
考
慮
す
る
と
非
現
実
的
で
あ
り
、
実
現
に
向
け
た
具
体
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的
な
議
論
が
必
要
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
保
安
処
分
に
対
す
る
法
学
者
の
議
論
と
立
法
院
で
の
審
議
と
の
間
に
は
一
定
の
温
度
差
が
生
じ
て
お
り
、
中
国
に
お

け
る
保
安
処
分
の
実
施
に
関
し
て
は
ま
だ
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
最
終
的
に
保
安
処
分
章
が
設
け
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
中
国
で
、
法
学
界
も
、
立
法
の
場
で
も
、
刑
法
の
目
的
と
し
て
社
会
防
衛
が
重
視
さ
れ
、
よ
り
様
々
な
犯
罪

者
を
不
定
期
に
拘
束
し
、
そ
の
改
善
を
徹
底
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
意
識
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

単
に
国
際
的
潮
流
に
追
従
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
国
内
で
の
議
論
を
経
た
上
で
の
保
安
処
分
章
の
新
設
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

意
味
が
あ
る
と
い
え
る
。

三
五
年
刑
法
に
お
け
る
保
安
処
分
章
の
設
定
か
ら
は
、
南
京
国
民
政
府
が
、
国
際
的
潮
流
や
国
内
の
議
論
を
意
識
し
な
が
ら
、
刑
事

犯
罪
者
の
拘
束
と
改
善
の
強
化
を
は
か
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
そ
れ
が
当
時
の
中
国
社
会
に
お
け
る
刑
事
事
件
や
裁
判

に
対
し
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

中
華
民
国
刑
法
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正
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論
議
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註

(

１)

清
末
の
刑
法
編
纂
事
業
に
つ
い
て
、
島
田
正
郎

『

清
末
に
お
け

る
近
代
的
法
典
の
編
纂』

(

創
文
社
、
一
九
八
〇)

等
を
参
照
。
清

末
か
ら
民
国
期
に
か
け
て
の
刑
律
、
刑
法
、
刑
法
修
正
案
は
、
黄
源

盛

『

晩
清
民
国
刑
法
史
料
輯
注』

上
・
下

(

元
照
出
版
、
二
〇
一
〇)

で
確
認
で
き
る
。

(

２)

三
五
年
刑
法
は
、
改
正
を
経
て
台
湾
の
現
行
法
と
な
っ
て
い
る

が
、
国
民
党
政
権
下
の
台
湾
に
お
け
る
刑
法
に
つ
い
て
は
、
戒
厳
令

や
戡
乱
時
期
の
法
制
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
戦
後
の
台
湾
法
制

に
つ
い
て
、
林
山
田

｢

五
十
年
来
的
台
湾
法
制｣

(

台
湾
法
学
会
編

『
台
湾
法
制
一
百
年
論
文
集』

台
湾
法
学
会
、
一
九
九
六)

、
王
泰
升

『
台
湾
法
的
断
裂
与
連
続』

(

元
照
出
版
、
二
〇
〇
二)

を
参
照
。
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(
３)

民
国
期
の
法
学
者
の
多
く
が
、
二
八
年
刑
法
が
倉
卒
に
公
布
さ

れ
た
た
め
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
述
べ
て
お
り

(

王
覲

｢

我

対
於
刑
法
修
正
案
初
稿
一
個
総
括
的
批
評｣

『

法
律
評
論』

五
三
五

期
、
一
九
三
四
、
一
頁
等)

、
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
と
思
わ
れ
る
先

行
研
究
で
も
、
同
様
の
見
方
と
な
っ
て
い
る
。

(

４)

二
八
年
刑
法
の
制
定
過
程
に
つ
い
て
、
王
寵
恵

『

中
華
民
国
刑

法』
(

上
海
法
学
編
訳
社
、
一
九
二
八)

が
詳
し
い
。
王
寵
恵
は
、

第
二
次
刑
法
修
正
案
及
び
二
八
年
刑
法
の
起
草
の
中
心
人
物
。

(

５)

中
国
に
お
け
る
民
国
期
法
制
研
究
は
、
改
革
開
放
以
降
、
徐
々

に
進
ん
で
い
る
。
台
湾
で
は
、
近
年
、
中
国
法
制
史
と
し
て
の
民
国

期
法
制
研
究

(

黄
源
盛

『

法
律
継
受
与
近
代
中
国
法』

元
照
出
版
、

二
〇
〇
七)

も
み
ら
れ
る
が
、
台
湾
法
制
史
の
中
に
民
国
期
法
制
を

位
置
づ
け
る
研
究
も
盛
ん
で
あ
る

(

台
湾
法
律
史
学
会
・
王
泰
升
・

劉
恆�文
主
編

『

以
台
湾
為
主
体
的
法
律
史
研
究』
元
照
出
版
、
二
〇

〇
七)

。

(

６)

謝
振
民
編
著

『

中
華
民
国
立
法
史』

上
・
下

(

中
国
政
法
大
学

出
版
社
、
一
九
九
九
、
初
版
は
正
中
書
局
、
一
九
三
七)

。
謝
の
研

究
が
一
九
九
九
年
に
再
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
に
よ
る
民
国
時
期
の

立
法
過
程
の
整
理
が
現
代
で
も
参
照
す
べ
き
高
い
水
準
に
あ
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
と
も
い
え
る
。
な
お
、
中
華
民
国
刑
法
に
つ
い
て
は
、

条
文
解
釈
や
判
例
研
究
な
ど
の
同
時
代
研
究
が
多
数
出
版
さ
れ
て
い

る
。

(

７)

小
野
清
一
郎

『

中
華
民
国
刑
法』

総
則
編
・
分
則
編

(

上)

(

下)
(

中
華
民
国
法
制
研
究
会
、
一
九
三
三
―
一
九
三
五)

。
中
華

民
国
法
制
研
究
会
に
つ
い
て
は
、
西
英
昭

｢

中
華
民
国
法
制
研
究
会

に
つ
い
て
―
基
礎
情
報
の
整
理
と
紹
介｣

(『

中
国
―
社
会
と
文
化』

二
一
号
、
二
〇
〇
六)

が
詳
し
い
。

(

８)

楊
幼
炯

『

中
国
近
代
法
制
史』

(

中
華
文
化
出
版
社
、
一
九
五

八)

、
序
言
の
一
―
三
頁
、
一
四
七
頁
。

(

９)

周
密

『

中
国
刑
法
史』

(

群
衆
出
版
社
、
一
九
八
五)

、
三
九
九

頁
。

(

10)

蔡
枢
衡

『

中
国
刑
法
史』

(

広
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
三)

、

一
一
四
頁
。

(

11)

何
勤
華
・
李
秀
清

『

外
国
法
与
中
国
法：

二
〇
世
紀
中
国
移
植

外
国
法
反
思』

(

中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
三)

。

(

12)

佐
藤
司

｢

中
華
民
国
の
保
安
処
分

(

そ
の
一)｣

(『

ア
ジ
ア
研

究
所
紀
要』

一
四
、
一
九
八
七)

。
佐
藤
は
、
中
華
民
国
政
府
が
一

九
二
一
年
か
ら
留
学
生
を
派
遣
し
て
刑
法
改
正
に
備
え
て
研
究
さ
せ

た
こ
と
で
、
中
華
民
国
に
お
い
て
も
保
安
処
分
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
保
安
処
分
が
い
か
な
る
も
の
か
、
有
識
者
に
理
解
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る

(

八
三
頁)

。
ま
た
、｢

内
憂
外
患
た
だ

な
ら
な
い
国
情｣

の
中
で
の
累
犯
の
増
加
、
世
界
の
潮
流
、
当
時
の
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日
本
で
影
響
力
の
強
か
っ
た
新
派
刑
法
学
の
採
用
を
背
景
と
し
て
、

十
分
に
検
討
す
る
間
も
な
く
保
安
処
分
の
制
定
が
進
め
ら
れ
た
と
説

明
し
て
い
る

(

八
四
頁)

が
、
小
野
、
前
掲
や
翁
騰
環

『

世
界
刑
法

保
安
処
分
比
較
学』

(

商
務
印
書
館
、
一
九
三
五)

と
い
っ
た
限
ら

れ
た
同
時
代
研
究
を
参
照
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
の
で
、
さ
ら
に
詳

し
く
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。

(

13)

同
前
、
八
二
―
八
五
頁
。

(

14)

牧
野
英
一

『

日
本
刑
法』
改
訂
版

(

有
斐
閣
、
一
九
三
二
、
初

版
一
九
一
六)

、
五
八
三
頁
。
団
藤
重
光

『

刑
法
綱
要
総
論

(

第
三

版)』
(

創
文
社
、
一
九
九
〇)

、
六
〇
二
―
六
〇
三
頁
。

(

15)

日
本
に
お
け
る
保
安
処
分
の
設
定
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、

中
山
研
一

『

刑
法
改
正
と
保
安
処
分』
(
成
文
堂
、
一
九
八
六)

等

を
参
照
。
台
湾
や
中
国
で
も
保
安
処
分
を
め
ぐ
り
、
多
数
の
論
文
が

発
表
さ
れ
て
い
る
。

(

16)��������� �����������������������������������
�����������

(�������������
2002)����371�372�

な
お
、
清

代
に
は
、
犯
罪
者
を
地
域
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
人
間
に
す
る
た

め
に

｢

悔
過
自
新｣

さ
せ
る
新
た
な
装
置
と
し
て
自
新
所
が
設
け
ら

れ
た

(

太
田
出

｢｢

自
新
所｣

の
誕
生
―
清
中
期
江
南
デ
ル
タ
の
拘

禁
施
設
と
地
域
秩
序
―｣

『

史
学
雑
誌』

一
一
一
編
四
号
、
二
〇
〇

二)

。
清
末
に
は
、
犯
罪
者
や
游
民
を
収
容
し
、
教
育
・
矯
正
す
る

た
め
の
施
設
と
し
て
、
習
藝
所
が
設
け
ら
れ
た

(

吉
澤
誠
一
郎

『

天

津
の
近
代：

清
末
都
市
に
お
け
る
政
治
文
化
と
社
会
統
合』

名
古
屋

大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
、
二
二
八
―
二
三
四
頁)

。

(

17)

中
国
第
二
歴
史�
案
館
編

『

国
民
政
府
立
法
院
会
議
録』

第
八

巻

(

広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四)

。

(

18)
｢

立
法
院
第
三
届
第
七
十
八
次
会
議
議
事
録

刑
法
委
員
会
審

査
報
告｣

(

同
前)

、
四
二
三
頁
。

(

19)

刑
法
委
員
の
任
命
と
審
査
に
つ
い
て
、
前
掲
註

(

18)

と
同
じ
。

刑
法
委
員
の
経
歴
は
、
外
務
省
情
報
部

『

現
代
中
華
民
国
満
洲
帝
国

人
名
鑑

(

昭
和
一
二
年
版)』

(

東
亜
同
文
会
、
一
九
三
七
、
一
九
九

九
に
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
の
出
版
で
復
刻
版)

、
橋
川
時
雄
編

『

中

国
文
化
界
人
物
総
鑑』

(

中
華
法
令
編
印
館
、
一
九
四
〇)

、
山
田
辰

雄
編

『

近
代
中
国
人
名
辞
典』

(

霞
山
会
、
一
九
九
五)

、
張
憲
文
・

方
慶
秋
・
黄
美
真
主
編

『

中
華
民
国
史
大
辞
典』

(

江
蘇
古
籍
出
版

社
、
二
〇
〇
一)

を
参
照
。
劉
克
俊
は
、
一
八
九
三
年
生
、
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
大
学
を
卒
業
。
法
学
博
士
。
帰
国
後
、
武
昌
中
山
大
学
法
科
教

授
に
就
任
。
国
民
政
府
で
は
、
法
律
編
輯
処
編
輯
、
立
法
院
憲
法
起

草
委
員
等
を
歴
任
。�希
朝
俊
は
、
一
八
八
一
年
生
、
日
本
の
法
政
大

学
法
学
部
を
卒
業
。
帰
国
後
に
法
科
挙
人
、
法
学
博
士
と
な
る
。
陝

西
省
高
等
法
院
院
長
、
西
北
大
学
校
長
兼
教
授
等
を
歴
任
。
羅
鼎
は
、

一
八
八
七
年
生
、
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
。
修
訂
法
律
館
纂
修
、
京
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三
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〇

師
高
等
審
判
庁
推
事
等
を
歴
任
。
国
民
政
府
で
は
、
法
制
局
編
審
、

立
法
院
法
制
・
商
法
起
草
委
員
等
に
就
任
。
南
京
中
央
大
学
教
授
。

盛
振
為
は
生
年
不
明
、
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ
ン
大
学
卒
業
。
法
学
博
士
。

東
呉
大
学
法
学
院
教
務
長
兼
刑
法
・
刑
事
学
教
授
。
史
尚
寛

(

一
八

九
九
―
一
九
七
〇)

は
、
東
京
帝
国
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
ベ
ル

リ
ン
大
学
法
律
研
究
所
や
パ
リ
大
学
で
、
法
律
、
政
治
、
経
済
を
研

究
。
帰
国
後
、
中
山
大
学
教
授
。
国
民
政
府
で
は
、
立
法
院
憲
法
起

草
委
員
、
法
制
委
員
会
委
員
長
、
考
試
院
秘
書
長
兼
法
規
委
員
会
委

員
長
等
を
歴
任
。
林
彬

(

一
八
九
一
―
一
九
五
八)

は
、
北
京
大
学

を
卒
業
後
、
国
立
北
京
医
科
大
学
秘
書
。
国
民
政
府
で
は
、
行
政
院

政
務
処
参
事
、
法
律
編
纂
委
員
会
主
任
委
員
等
を
歴
任
。
瞿
曽
沢
は
、

一
八
八
四
年
生
、
日
本
の
中
央
大
学
法
学
部
を
卒
業
。
帰
国
後
、
浙

江
高
等
審
判
庁
民
事
法
庭
庭
長
、
上
海
地
方
審
判
庁
推
事
、
東
呉
大

学
教
授
、
復
旦
大
学
教
授
、
上
海
法
政
学
院
教
授
等
を
歴
任
。
蔡�宣

は
生
年
不
明
、
日
本
の
明
治
大
学
を
卒
業
。
徐
元
誥

(
一
八
八
七
―

一
九
五
六)

は
、
日
本
の
中
央
大
学
を
卒
業
。
中
華
民
国
成
立
後
、

江
西
省
司
法
庁
長
、
司
法
籌
備
所
長
、
江
蘇
高
等
法
院
院
長
等
を
歴

任
。
国
民
政
府
で
は
、
最
高
法
院
院
長
兼
逆
産
処
理
委
員
会
委
員
に

就
任
し
た
が
、
辞
職
し
、
上
海
で
弁
護
士
業
務
に
従
事
。
趙�(
一

八
九
九
―
一
九
六
八)

は
、
日
本
の
明
治
大
学
を
卒
業
、
法
学
修
士
。

帰
国
後
、
上
海
の
法
政
大
学
、
東
呉
大
学
法
学
院
、
復
旦
大
学
等
で

教
授
。
弁
護
士
業
も
行
う
。
趙�
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
陸
熊
祥

｢

法
学
家
趙�
自
略｣

(

中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
浙
江
省
東
陽
県
委

員
会
文
史
資
料
工
作
委
員
会
編『

東
陽
文
史
資
料
選
輯』

一
九
八
五)

、

趙�
先
生
紀
念
集
編
輯
委
員
会
編

『

趙�
先
生
紀
念
集』

(

趙�
先

生
紀
念
集
編
輯
委
員
会
、
一
九
七
〇)

を
参
照
。

(

20)
『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
三
月
九
日

｢

立
院
刑
法
会
開
会

最

高
法
院
派
庭
長
夏
勤
列
席
説
明

経
各
委�眞
密
討
論
歴
両
小
時
竣
事｣

。

(

21)

前
掲
註

(

18)

と
同
じ
。

(

22)

同
前
。

(

23)

同
前
。
意
見
提
出
の
期
限
は
三
月
一
日
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
期

限
後
も
意
見
は
寄
せ
ら
れ
、
一
九
三
四
年
四
月
初
旬
ま
で
に
計
五
〇

件
余
り
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
た
だ
、
司
法
院
、
最
高
法
院
、
司
法

行
政
部
の
意
見
が
届
い
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
刑
法
委
員

会
に
代
表
を
派
遣
し
て
口
頭
で
説
明
す
る
よ
う
要
請
さ
れ
た

(

四
二

三
―
四
二
四
頁)

。
劉
克
俊
は
、『

中
央
日
報』

の
取
材
に
対
し
、

｢

刑
法
の
改
正
は
、
本
会
は
去
年
の
一
二
月
末
に
す
で
に
初
稿
を
立

案
し
て
お
り
、
詳
密
に
検
討
す
る
た
め
、
司
法
行
政
部
を
通
し
て
各

省
各
級
法
院
に
、
三
月
一
日
ま
で
に
意
見
を
提
出
す
る
よ
う
伝
え
、

本
会
の
参
考
に
し
よ
う
と
し
た
。
す
で
に
締
め
切
り
を
過
ぎ
、
各
級

法
院
か
ら
意
見
が
届
き
、
そ
の
数
は
少
な
く
な
く
、
各
種
刊
行
物
か

ら
集
め
た
材
料
も
ま
た
多
か
っ
た
た
め
、
本
月
四
日
に
二
度
の
審
査
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三
〇
一

を
開
始
し
、
毎
週
水
木
の
午
前
午
後
と
金
曜
の
午
後
の
計
五
回
会
議

を
開
き
、
本
月
末
に
審
査
を
完
了
す
る
予
定
で
あ
る｣

と
語
っ
た

(『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
四
月
一
二
日

｢

立
法
院
修
改
刑
法

本

月
底
可
審
査
完
竣

六
月
間
即
公
布
実
行｣)

。

(

24)

同
前
。

(

25)

前
掲
註

(
18)
と
同
じ
、
四
二
四
頁
。

(

26)

宝
道

｢

刑
法
典
之
修
正｣

(『

中
華
法
学
雑
誌』

五
巻
五
号
、
一

九
三
四)

、
九
八
頁
。

(

27)

前
掲
註

(

25)

と
同
じ
。

(

28)�希
朝
俊
は
、『

中
央
日
報』
の
取
材
に
対
し
、｢

国
民
政
府
法
律

顧
問
の
フ
ラ
ン
ス
人
パ
ド
ゥ
ー
と
イ
タ
リ
ア
人
拉
瓜
、
司
法
行
政
部

の
意
見
が
本
会
に
送
ら
れ
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
再
度
研
究
し
、
ぜ

ひ
と
も
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
が
な
い
よ
う
に
し
、
国
情
に
適
合
さ
せ
、

本
院
大
会
に
提
出
す
る
の
は
お
そ
ら
く
一
か
月
後
の
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う｣

と
述
べ
て
い
る

(『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
五
月
一
四
日

｢�希
朝
俊
談

修
改
刑
法
已
竣
事

日
内
即
提
立
院
大
会
審
議

各
部

会
組
織
法
将
加
修
正｣)

。

(

29)
『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
一
〇
月
二
〇
日

｢

立
法
院
昨
上
下

午
大
会

審
議
刑
法
修
正
案｣

、
同
二
一
日

｢

立
院
昨
続
議
刑
法
修
正

案

総
則
各
章
条
文
議
竣｣

。

(

30)
『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
一
〇
月
二
三
日

｢

立
院
昨
続
議
刑

法
修
正
案

二
読
通
過
分
則
六
章｣

、
同
二
四
日

｢

立
法
院
昨
日
大

会

続
議
刑
法
修
正
案

七
章
至
十
二
章
各
条
均
通
過｣

、
同
二
五

日

｢

立
院
昨
続
議
刑
法
修
正
案

通
過
十
四
等
章
各
条｣

、
同
二
六

日

｢

立
法
院
昨
日
大
会

続
議
妨
害
風
化
罪｣

、
同
二
七
日

｢

立
院

昨
続
議
刑
法
修
正
案｣

、
同
二
八
日

｢

立
法
院
二
読
会

通
過
刑
法

修
正
案｣

。

(

31)
『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
一
一
月
一
日

｢

立
法
院
昨
審
議
刑

法

通
過
二
読
保
留
各
条
文｣

。

(

32)
『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
一
一
月
二
日

｢

立
法
院
昨
三
読
会

全
部
刑
法
已
通
過｣

。

(

33)
｢

最
近
の
外
国
の
立
法
例｣

と
し
て
は
、
一
九
三
二
年
ポ
ー
ラ

ン
ド
刑
法
、
一
九
三
一
年
日
本
刑
法
修
正
案
、
一
九
三
〇
年
イ
タ
リ

ア
刑
法
、
一
九
二
八
年
ス
ペ
イ
ン
刑
法
、
一
九
二
七
年
ド
イ
ツ
刑
法

草
案
、
一
九
二
六
年
ソ
ビ
エ
ト
ロ
シ
ア
刑
法
等
、
と
さ
れ
て
い
る

(

前
掲
註

(

25)

と
同
じ)

。
刑
法
学
に
お
け
る
客
観
主
義
と
主
観
主

義
、
応
報
主
義
と
社
会
防
衛
主
義
な
ど
に
つ
い
て
、
大
塚
仁

『

刑
法

に
お
け
る
新
・
旧
両
派
の
理
論』

(

日
本
評
論
社
、
一
九
五
七)

を

主
に
参
照
。

(
34)

｢

中
華
民
国
刑
法
修
正
案
要
旨｣

(

中
国
第
二
歴
史�
案
館
編
、

前
掲
、
第
八
巻)

、
四
七
八
―
四
七
九
頁
。

(

35)
二
八
年
刑
法
第
三
〇
条
第
一
項

｢

未
満
十
三�
人
之
行
為
不
罰
。
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三
〇
二

但
因
其
情
節
、
得
施
以
感
化
教
育
、
或
令
其
監
護
人
、
保
佐
人�
納

相
当
之
保
証
金
、
於
一
年
以
上
、
三
年
以
下
之
期
間�
、
監
督
其
品

行｣
、
第
二
項

｢

十
三�
以
上
、
未
滿
十
六�
人
之
行
為
、
得
減
輕

本
刑
二
分
之
一
。
但
減
軽
本
刑
者
、
因
其
情
節
、
得
施
以
感
化
教
育
、

或
令
其
監
護
人
、
保
佐
人�
納
相
當
之
保
證
金
、
於
一
年
以
上
、
三

年
以
下
之
期
間
内
、
監
督
其
品
行｣

、
第
三
一
条
第
一
項

｢

心
神
喪

失
人
之
行
為
、
不
罰
。
但
其
情
節
、
得
施
以
監
禁
處
分｣

、
第
二
項

｢

心
神
耗
弱
人
之
行
為
、
減
軽
本
刑
。
但
因
其
情
節
、
得
於
執
行
完

畢
或
免
除
後
、
施
以
監
禁
處
分｣
、
第
三
三
条

｢�音
唖
人
之
行
為
、

減
軽
本
刑｣

。
刑
法
修
正
案

(

一
九
三
四
年)

第
一
八
条
第
一
項

｢

未
満
十
四�
人
之
行
為
、
不
罰｣

、
第
二
項
｢

十
四�
以
上
・
未
満

十
八�
、
満
八
十�
人
之
行
為
、
得
減
軽
其
刑｣

、
第
一
九
条
第
一

項

｢

心
神
喪
失
人
之
行
為
、
不
罰｣

、
第
二
項

｢
心
神
耗
弱
人
之
行

為
、
得
減
軽
其
刑｣

、
第
二
〇
条

｢�音
唖
人
之
行
為
、
得
減
軽
其
刑｣

。

(

36)

ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
イ
ス
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
等
の
国
々
で
刑
法
改
正
が
行
わ
れ
た

(
牧

野
英
一『

刑
法
に
お
け
る
重
点
の
変
遷』

有
斐
閣
、
一
九
二
九
、
一
―

四
頁)

。

(

37)

同
前
、
三
〇
―
五
〇
頁
。

(

38)

刑
法
修
正
案
第
八
五
条
第
一
項

｢

因
未
満
十
四�
而
不
罰
者
、

得
令
感
化
教
育
処
所
、
施
以
感
化
教
育｣

、
第
二
項

｢

因
未
満
十
八 �

而
減
軽
其
刑
者
、
得
於
刑
之
執
行
完
畢
或
赦
免
後
、
令
入
感
化
教

育
処
所
、
施
以
感
化
教
育
。
但
宣
告
三
年
以
下
有
期
徒
刑
、
拘
役
或

罰
金
者
、
得
於
執
行
前
為
之｣

、
第
八
六
条
第
一
項

｢

因
心
神
喪
失

而
不
罰
者
、
得
令
入
相
当
処
所
、
施
以
監
護｣

、
第
二
項

｢

因
精
神

耗
弱
或�音
唖
而
減
軽
其
刑
者
、
得
於
刑
之
執
行
完
畢
或
赦
免
後
、
令

入
相
当
処
所
、
施
以
監
護｣

、
第
八
七
条
第
一
項

｢

犯
吸
食
鴉
片
或

施
打��非
、
成
使
用
高
根
、
海
洛
因
、
或
其
化
合
質
料
之
罪
者
、
得

令
入
相
当
処
所
、
施
以
禁
戒｣

、
第
八
八
条
第
一
項

｢

因�凶
酒
而
犯

罪
者
、
得
於
刑
之
執
行
完
畢
或
赦
免
後
、
令
入
相
当
処
所
、
施
以
禁

戒｣

、
第
八
九
条
第
一
項

｢

有
犯
罪
之
習
慣
或
以
犯
罪
為
常
業
、
成

因
遊
蕩
或
懶
惰
成
習
而
犯
罪
者
、
得
於
刑
之
執
行
完
畢
或
赦
免
後
、

令
入
労
動
場
所
、
強
制
工
作｣

、
第
九
〇
条
第
一
項

｢

第
八
五
条
至

第
八
九
条
之
処
分
、
按
其
情
形
、
得
以
保
護
管
束
代
之｣

、
第
九
一

条
第
一
項｢

受
緩
刑
之
宣
告
者
、
在
緩
刑
期
間
内
、
得
付
保
護
管
束｣

、

第
二
項

｢

假
釈
出
獄
者
、
在
假
釈
中
、
付
保
護
管
束｣

、
第
九
三
条

｢

外
國
人
受
有
期
徒
刑
以
上
刑
之
宣
告
者
、
得
於
刑
之
執
行
完
畢
或

赦
免
後
、
駆
逐
出
境｣

。
な
お
、
三
五
年
刑
法
の
保
安
処
分
規
定
と

諸
外
国
の
刑
法
と
の
比
較
は
、
何
勤
華
・
李
秀
清
、
前
掲
註

(

11)

が
詳
し
い
。

(
39)

以
下
、
三
誌
の
発
行
地
・
発
行
時
期
等
に
つ
い
て
、
王
桧
林
・

朱
漢
国
主
編

『

中
国
報
刊
辞
典

(

一
八
一
五
―
一
九
四
九)』

(

書
海
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三
〇
三

出
版
社
、
一
九
九
二)

を
参
照
の
上
、
筆
者
が
各
雑
誌
を
み
て
確
認

し
た
。『

法
学
雑
誌』

は
、
創
刊
か
ら
第
五
巻
ま
で
の
誌
名
は
、『

法

学
季
刊』
。
一
九
二
二
年
四
月
、
東
呉
大
学
法
律
科
の
教
授
が
中
心

と
な
っ
て
創
刊
。
東
呉
大
学
法
律
科
法
学
季
刊
社
が
発
行
。
一
九
三

二
年
の
第
六
巻
第
一
号
以
降
、『

法
学
雑
誌』

と
誌
名
を
改
め
、
東

呉
大
学
法
律
学
院
法
学
雑
誌
社
か
ら
発
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
年

間
発
行
回
数
が
四
回
か
ら
六
回
に
増
加
。
第
一
一
巻
第
三
号

(

一
九

四
一
年)

ま
で
継
続
。

(

40)

一
九
二
三
年
、
創
始
者
を
江
庸
、
責
任
者
を
汪
有
齢
と
し
て
、

北
京
の
法
律
評
論
社
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
、
週
刊
誌
。
一
九
二
七

年
、
汪
有
齢
が
朝
陽
大
学
の
校
長
に
就
任
し
た
こ
と
を
機
に
、
朝
陽

大
学
か
ら
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
南
京
国
民
政
府
成
立
後
は
、

南
京
で
発
行
。
一
九
三
七
年
、
第
一
四
巻
第
四
〇
期
の
発
行
後
に
停

刊
。
一
九
四
七
年
に
南
京
で
再
刊
さ
れ
た
が
、
翌
年
、
第
一
六
巻
が

発
行
さ
れ
た
時
点
で
終
刊
。

(

41)

一
九
三
〇
年
、
南
京
で
創
刊
。
謝
冠
生
を
編
集
者
と
し
、
世
界

学
院
及
び
国
立
北
平
研
究
院
か
ら
発
行
さ
れ
た
月
刊
誌
。
一
九
三
六

年
九
月
か
ら
、
中
華
民
国
法
学
会
の
編
集
で
正
中
書
局
か
ら
発
行
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
、
新
編
と
な
っ
て
改
め
て
第
一
巻
か
ら
開
始
。
一

九
三
七
年
六
月
ま
で
発
行
さ
れ
た
後
、
日
中
戦
争
に
よ
り
休
刊
し
、

一
九
三
八
年
九
月
に
重
慶
で
復
刊
。
一
九
三
九
年
一
月
に
再
び
停
刊

し
、
一
九
四
八
年
に
終
刊
。

(

42)

何
勤
華
・
李
秀
清
主
編

『

民
国
法
学
論
文
精
萃

第
四
巻

刑

事
法
律
篇』

(

法
律
出
版
社
、
二
〇
〇
四)

も
参
照
。

(

43)
｢

保
安
処
分｣

と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
な
く
と
も
、
保
安
処

分
章
内
に
規
定
さ
れ
た
感
化
教
育
、
監
護
等
の
処
分
や
、
保
安
処
分

と
の
関
わ
り
が
深
い
不
定
期
刑
に
つ
い
て
は

｢

保
安
処
分
的
処
遇｣

と
す
る
。
保
安
処
分
は
、
犯
罪
者
を
完
全
に
改
善
す
る
と
い
う
こ
と

を
根
拠
と
し
て
、
不
定
期
に
犯
罪
者
を
拘
束
す
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
処
分
で
あ
り
、
罪
刑
法
定
主
義
と
矛
盾
す
る
と
い
う
点
か
ら
刑
罰

で
は
認
め
ら
れ
な
い
不
定
期
刑
が
、
保
安
処
分
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

得
る
。

(

44)

端
木�｢
創
設
児
童
法
庭
意
見
書｣

(『

法
学
季
刊』

四
巻
二
号
、

一
九
二
九)

、
一
四
七
―
一
六
六
頁
。

(

45)

郭
衛

『

刑
法
学
総
論』

上
下

(

会
文
堂
新
記
書
局
、
一
九
二
九
、

初
版
一
九
二
五)

、
一
六
〇
頁
。

(

46)

許
藻
鎔

｢

不
定
期
刑｣

(『

法
律
評
論』

四
二
期
、
一
九
二
四)

、

二
―
六
頁
。

(

47)

胡
長
清

｢

論
不
定
期
刑｣

(『

法
律
評
論』

三
六
〇
期
、
一
九
三

〇)

、
一
―
二
頁
。

(
48)

胡
長
清

｢

保
安
処
分
与
刑
罰｣

(

一)

―

(

三)
(『

法
律
評
論』

二
二
六
―
二
二
八
期
、
一
九
二
七)

、
二
二
七
期
、
五
―
六
頁
。
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三
〇
四

(
49)

同
前
、
六
頁
。

(
50)
張
企
泰

｢

保
安
処
分
与
新
刑
法
修
正
案
初
稿｣

(『

法
律
評
論』

五
六
八
期
、
一
九
三
四)

、
一
頁
。

(

51)

梅
汝�敖｢
対
於
刑
法
修
正
案
初
稿
之
意
見｣

(『

中
華
法
学
雑
誌』

四
巻
九
・
一
〇
号
、
一
九
三
三)

、
三
頁
。

(

52)

胡
毓
寅

｢
論
中
華
民
国
刑
法
修
正
案
初
稿
之
得
失｣

(『

中
華
法

学
雑
誌』

四
巻
九
・
一
〇
号
、
一
九
三
三)

、
二
三
―
二
四
頁
。

(

53)

王
覲
、
前
掲
註

(

３)
、
四
頁
。

(

54)

蔡
枢
衡

｢

保
安
処
分
与
刑
法
修
正
案
初
稿｣

(『

法
律
評
論』

五

四
〇
期
、
一
九
三
四)

、
一
二
頁
。

(

55)

同
前
、
九
頁
。

(

56)

王
覲

｢

我
対
於
刑
法
修
正
案
初
稿
幾
点
意
見｣

(『

法
律
評
論』

五
三
六
・
五
三
七
期
、
一
九
三
四)

、
一
二
頁
。

(

57)

廖
志
鳴

｢

関
於
中
国
上
古
刑
法�亶
演
史
程
之
管
窺｣

(『

中
華
法

学
雑
誌』

六
巻
三
号
、
一
九
三
五)

、
四
一
―
四
四
頁
。

(

58)

翁
騰
環
、
前
掲
註

(

12)

、
一
二
一
頁
。

(

59)

張
企
泰
、
前
掲
註

(

50)

、
四
頁
。

(

60)

梅
汝�敖
、
前
掲
註

(

51)

、
三
頁
。

(

61)

張
企
泰
、
前
掲
註

(

50)

、
三
―
七
頁
。

(

62)

一
八
八
四
年
生
、
日
本
の
法
政
大
学
を
卒
業
。
北
京
大
学
法
律

科
教
授
、
清
華
大
学
政
治
学
科
教
授
、
北
平
大
学
法
学
院
講
師
等
を

務
め
た
。

(

63)
『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
一
〇
月
二
〇
日

｢

立
法
院
昨
上
下

午
大
会

審
議
刑
法
修
正
案｣

。

(

64)
『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
一
〇
月
二
一
日

｢

立
院
昨
続
議
刑

法
修
正
案

総
則
各
章
条
文
議
竣｣

。

(

65)

一
九
三
一
年
の
日
本
刑
法
改
正
案
。

(

66)

一
九
三
〇
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
。

(

67)

二
八
年
刑
法
第
三
二
条

｢

不
得
因�凶
酒
而
免
除
刑
事
責
任
。
但

�凶
酒
非
出
於
己
意
者
、
減
軽
本
刑｣

。｢�凶
酒｣

と
は

｢

高
度
の
通
常

酩
酊
又
は
病
的
酩
酊
を
い
い
、
し
か
も
そ
の
結
果
、
是
非
の
判
別
又

は
行
動
統
制
の
能
力
が
喪
失
或
い
は
極
端
に
低
減
さ
れ
た
場
合
を
い

う｣

。｢

酒
乱｣

と
も
訳
さ
れ
る

(

小
野
、
前
掲
註

(

７)

、
総
則
編
、

一
二
五
頁)

。

(

68)
『

中
央
日
報』

一
九
三
四
年
一
〇
月
二
三
日

｢

立
院
昨
続
議
刑

法
修
正
案

二
読
通
過
分
則
六
章｣

。

(

69)

こ
の
時
参
照
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
は
、
後
世

に
お
い
て

｢

ナ
チ
ス
保
安
処
分
立
法
の
基
礎
を
与
え
た
も
の｣

と
評

価
さ
れ
て
い
る

(

瀧
川
春
雄

『

刑
罰
と
保
安
処
分
の
限
界：

刑
法
に

お
け
る
一
元
主
義
と
二
元
主
義』

(

有
斐
閣
、
一
九
六
二)

、
五
二
―

五
五
頁)

。
な
お
、
一
九
三
五
年
ド
イ
ツ
刑
法
や
一
九
三
四
年
ソ
連

刑
法
は
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
か
ら
の
逸
脱
が
み
ら
れ
る
も
の
と
さ
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三
〇
五

れ
る(

平
野
龍
一『

刑
法
の
機
能
的
考
察(

刑
事
法
研
究

第
一
巻)』

有
斐
閣
、
一
九
八
四
、
一
八
五
―
一
八
六
頁)

。

(

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
課
程)


